
議案第7 0号

令和7年度川崎市勤労者福祉共済事業特別会計予算

令和7年度川崎市の勤労者福祉共済事業特別会計の予算は、次に定めるところ 

による。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ114,962千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出 

予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第214条の規定により債務 

を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務 

負担行為」による。

令和7年2月13日提出

川崎市長福田紀彦
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勤労者福祉共済事業特別会計

第1表歳入歳出予算

歳入

款 項 金 額

1共済掛金収入
千円

72, 450

1共済掛金収入 72, 450

2財 産 収 入 584

1財産運用収入 584

3繰 入 金 31,808

1基金繰入金 5, 384

2 一般会計繰入金 26,424

4繰 越 金 1

1繰 越 金 1

5諸 収 入 10,119

1貸付金元利収入 8, 000

2雑 入 2,119

歳 入 合 計 114, 962

歳出

款 項 金 額

千円

1勤労者福祉共済事業 
費

113, 962

1勤労者福祉共済事業 
費

113, 962

2予 備 費 1,000

1予 備 費 1,000

歳 出 合 計 114, 962
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勤労者福祉共済事業特別会計

第2表 債務負担行為

事 項 期 間 限度額

勤労者福祉共済会員管理•給付等 

受付処理業務委託経費

令和8年度から

令和9年度まで

千円

18,922

勤労者福祉共済厚生事業等

業 務 委 託•経 費

令和8年度から

令和9年度まで

98,840
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